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001

は じ め に

2006（平成18）年 4 月より、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律（高齢者虐待防止・養護者支援法）」が施行されました。同法では、家庭で高齢者を世話する

養護者によるもののほか、老人福祉法・介護保険法に定めがある施設・事業所の従事者（養介

護施設従事者等）による高齢者虐待の防止が謳われています。

養介護施設従事者等による高齢者虐待は、もちろん各施設・事業所においてその防止に取り

組まなければならないものです。しかしこのことは、養介護施設・事業所においてのみ取り組

めばよいということと同義ではありません。介護保険制度における保険者としての役割、養介

護施設・事業所に対して指導監督や許認可の権限を持つ立場を踏まえて、市町村・都道府県の

高齢者虐待防止に関する役割や姿勢は考えられなければなりません。養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待は、換言すればもっとも適切性の低いサービスのしかたと捉えることもできます。

より適切なケアの実現を保障するという観点から、高齢者虐待防止 ･養護者支援法が明確に示

す内容以上に、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止に対する地方自治体の責任は重い

と考えられます。またこれらのことを考えれば、発生後の対応においても、第一義的な対応を

行う市町村だけでなく、都道府県における役割について重く受け止めなければなりません。

しかし一方では、市町村・都道府県において具体的な体制整備や施策展開を行っていくうえ

で、養介護施設従事者等による虐待への防止・対応に関して参照できる資料は多いとはいえな

い状況にあります。

このようなことから、私たちは、市町村・都道府県において養介護施設従事者等による高齢

者虐待の防止・対応を効果的に行う際に、どのような体制や施策が必要であるのかを検討して

きました。本書「市町村・都道府県ハンドブック：養介護施設従事者等による高齢者虐待の防

止と対応」は、その取り組みの成果として開発されたものです。

本書を、多くの方がたに活用していただけることを願います。

平成23年 3 月　

「養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止に向けた
地方自治体における適切な施策展開の支援に関する研究事業」

研究事業プロジェクト委員会
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本書のねらいと使い方
本書のねらい1
本書は、市町村・都道府県における、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止・対応の一助とな
るよう作成されたものです。各自治体において、どのような体制を整備し、施策を展開していくことが
必要であるのかを確認できるよう、ハンドブック形式でまとめています。
厚生労働省老健局による『市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について』

（2006年）などをもとに各自治体の体制整備・施策展開を行う際に、参照していただくことを想定して作
成されています。基本的な考え方や地方自治体の役割、現在の課題等を理解し、必要な体制・施策を具
体的に検討する助けとなることを意図しています。
また、本書のもう一つのねらいとして、虐待が発生した、もしくは虐待に関する通報等が行われた段
階からの事後的な対応だけでなく、虐待の「防止」を適切にはかるということが挙げられます。高齢者
虐待防止・養護者支援法の趣旨に則り、いかにして養介護施設従事者等による高齢者虐待の発生を未然
に防ぐか、ということを重視し、そのために求められる体制・施策についてもまとめています。
なお、高齢者虐待防止・養護者支援法において、虐待への第一義的な対応は市町村が行うこととなっ
ています。しかしこれは都道府県に役割がないということではもちろんなく、事後対応においても虐待
の未然防止においても、市町村と都道府県はそれぞれ担うべき役割を果たし、かつ協力していく必要が
あります。そのため本書では、市町村と都道府県のそれぞれにおいて必要な体制や施策を、一体的にと
りあげています。

構成と使い方2
2.1　主な構成
本書は、 5 つの章と 5 つの巻末資料から構成されています。各章・資料の主な内容と位置づけは、以
下のようになっています。

◆第 1章「養介護施設従事者等による高齢者虐待とは」◆
この章では、高齢者虐待防止・養護者支援法に示される高齢者虐待のうち、養介護施設従事者等によ
る高齢者虐待について、その定義や身体拘束との関係、未然防止を含めた観点からの高齢者虐待の捉え
方などについて解説しています。
◆第 2章「市町村・都道府県の責務と役割」◆
第 2章では、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止・対応において、市町村・都道府県が果た
すべき責務や役割について、基本的に持つべき姿勢を示した後、その概要を示しています。
◆第 3章「市町村・都道府県における体制整備・施策展開の現状と課題」◆
この章では、認知症介護研究・研修センターが実施した調査の結果を踏まえて、市町村・都道府県に
おける体制整備・施策展開の現状を示すとともに、見出された課題について整理しています。また続く
第 4章・第 5章の導入としても位置づけられています。
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◆第 4章「効果的な体制整備・施策展開【通報受付・対応編】」◆
第 3章で整理された課題をもとに、主に虐待に関する通報等を受け付ける時点からの体制整備・施策

展開について具体的に解説しています。通報等を受け付けるための体制のあり方、その後の具体的な対
応の方法、それらを支えるしくみ等を示しています。また、第 5章を含め、さまざまな自治体で行われ
ている取り組み例等も紹介しています。
◆第 5章「効果的な体制整備・施策展開【虐待防止編】」◆
第 3章で整理された課題をもとに、主に虐待の防止に関する体制整備・施策展開について具体的に解

説しています。教育的な手段を中心とした未然防止の施策、再発防止を含めた不適切ケアの改善、それ
らを支えるしくみ等を示しています。また、施設・事業所と協力してこれらに取り組めるよう、具体的
な参考となる実践事例も掲載しています。

2.2　参照のしかた
本書の参照のしかたとして、次のような流れを想定しています（下図参照）。
まず、第 1章および第 2 章で、基本的な事項や考え方を理解します。その後、第 3章において現状や

課題を知り、かつ各自治体において該当する課題がないかどうかを確認します。第 3章の末尾がそのた
めのチェックリストと第 4章・第 5章の内容を紹介するページになっています。
その上で、該当する課題に対応する部分を中心に、第 4 章・第 5 章を確認していきます。ただし、各

章は段階を追って内容を示していますので、該当部分を含めて全体を確認することを推奨します（各章
のはじめに詳細な構成を示しています）。また、これらの章では、さまざまな自治体で行われている参考

となる取り組みや留意点等を、コラム形式（ヒント… ヒント| | | …）として掲載していますので、あわせて確認し
てください。
なお、本書における「市町村」には、基本的に特別区（東京23区）を含みます。

本書使用時の流れ

◆第 4章◆
効果的な体制整備・

施策展開
【通報受付・対応編】

◆第 5章◆
効果的な体制整備・

施策展開
【虐待防止編】

◆第 3章◆
市町村・都道府県に
おける体制整備・

施策展開の現状と課題

◆第 1章◆
養介護施設従事者等
による高齢者虐待とは

◆第 2章◆
市町村・都道府県の
責務と役割

課題
Check


